
余裕期間制度（フレックス方式）対象工事における手続フロー

【事例】入札日が８月９日、工期日数が120日で、計画の余裕期間が90日、実施の余裕期間が70日の場合

余裕期間制度（フレックス方式）

計 画 実 施

設計図書作成 設計図書作成【手続１】

入札公告 入札公告【手続２】

8/9 入札日 8/9 入札日

8/20 契約締結日 8/20 契約締結日【手続４】

･前払金請求可能（契約締結後）

※ 下請負契約を締結する場合
・施工体制台帳の写し

※ 工事の始期・終期を変更する場合
・工事の始終期変更申出書

・工程表提出（余裕期間明示）
・請負代金内訳書

12/17 工期 ・現場代理人等届提出
（始期）     

・退職金制度届出書提出
（始期後速やかに）

・コリンズ登録
（始期後10日以内）

・施工計画書提出
（始期後14日以内）

工事完成日

現 行

工事の始期及び終期の通知(受注者⇒市)【手続３】
(契約締結前) ※落札決定後７日以内

受注者からの通知による余裕期間
(事例は70日間)

10/28 工事着手日
(工事の始期)【手続５】

11/15 工事着手日
(=工事の始期の期限)

3/14 工事終期の期限
(=工事の完成期限)

○/○ 工事の終期
(=工事の完成期限)
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※ 工事の始期の期
 限は、契約締結
 日から90日間を
 最長として設計
 担当課が設定(事
 例は90日間の余
 裕期間)
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